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第
一
節
　
童
に
彩
ら
れ
る
六
条
院
（
省
略
）

第
二
節
　
鑑
賞
さ
れ
る
童
の
変
遷 

　
　
　
　
　
　

―
仮
名
文
学
作
品
に
お
い
て

―
（
省
略
）

第
三
節
　
鑑
賞
さ
れ
る
童
の
変
遷

―
史
料
に
お
い
て

―

　

こ
こ
で
、
史
料
に
あ
ら
わ
れ
た
童
た
ち
を
年
代
順
に
追
っ
て
み
る
。
と
は

い
っ
て
も
、
召
使
童
に
つ
い
て
記
さ
れ
る
史
料
は
少
な
い
。
そ
こ
で
、
や
や
範

囲
を
広
げ
て
、「
童
」
と
記
録
に
記
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
れ
が
良
家
の
子

女
を
指
し
て
い
る
場
合
も
拾
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
『
古
事
類
苑
』
索
引
の
「
ワ
ラ
ハ
」
の
項
を
参
照
す
る
と
、「
童
装
束
・
童
女

御
覧
・
童
相
撲
・
童
束
帯
・
童
殿
上
・
童
名
・
童
舞
」
な
ど
の
項
目
が
み
え
る
。

こ
の
う
ち
、
な
る
べ
く
時
代
を
逆
上
れ
る
も
の
か
ら
見
て
い
く
。

　

童
舞
は
、
物
語
に
描
か
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
加
藤
理
氏
に
よ
れ
ば
、
童
舞

の
史
料
の
初
見
は
、『
続
日
本
後
紀
』
第
三
、
承
和
元
年
（
八
三
四
）
の
記
事
で

あ
る
。
こ
れ
は
同
時
に
童
殿
上
の
記
事
の
初
見
で
も
あ
る⑴
。

八
月
辛
巳
。
上
為
太
上
天
皇
及
皇
太
后
。
置
酒
於
冷
然
院
。
上
自
奉
玉
巵
。

伶
官
奏
楽
。
令
源
氏
児
童
舞
于
殿
上
。（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
に
よ
る
）

　

加
藤
氏
は
、
こ
の
童
は
嵯
峨
源
氏
一
族
の
弟
子
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
、
そ

の
童
舞
を
披
露
す
る
こ
と
で
、
嵯
峨
院
が
自
己
の
一
族
の
勢
力
を
顕
示
し
、
同

時
に
彼
ら
が
成
人
し
た
後
の
出
世
を
は
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
説
か
れ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
九
世
紀
半
ば
の
こ
の
時
代
に
は
、
童
に
舞
を
舞
わ
せ
て
も
、
そ

の
目
的
は
彼
ら
を
鑑
賞
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
政
治
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
そ
の
目
的
か
ら
す
る
と
、
こ
の
舞
童
は
良
家
の
子
女

に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
彼
ら
に
求
め
ら
れ
た
の
は
、
一
門
を
広
げ

る
こ
と
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　

童
相
撲
は
、
文
学
作
品
に
は
あ
ま
り
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
だ
が
、

臨
時
の
宮
廷
行
事
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
松
見
正
一
氏
に
よ
れ
ば
、
童
相
撲
の
初

見
は
、『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
三
年
（
八
六
一
）
六
月
二
十
八
、九
日
の
記
事

で
あ
る⑵
。

廿
八
日
辛
未
、
天
皇
御
前
殿
、
観
童
相
撲
、（
中
略
）
皆
如
相
撲
節
儀
。

廿
九
日
壬
申
晦
、
帝
御
南
殿
、
観
童
相
撲
如
昨
儀
。（『
新
訂
増
補
国
史
大

系
』
に
よ
る
）

　

こ
こ
で
、「
皆
如
相
撲
節
儀
」
と
あ
る
、
相
撲
節
会
に
つ
い
て
少
し
確
認
し

て
お
く
。「
弘
仁
十
二
年
（
八
一
一
）
正
月
卅
日
」
と
の
奥
書
を
持
ち
、
右
大
臣

鑑
賞
さ
れ
る
童
に
つ
い
て
（
遺
稿
）

小
　
　
山
　
　
香
　
　
織
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藤
原
冬
嗣
が
中
心
と
な
っ
て
編
集
し
た
『
内
裏
式
』
中
の
、「
七
月
七
日
相
撲

式
」
の
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

即
立
合
等
各
立
幕
北
頭
。〔
差
西
進
也
。
右
同
亦
相
対
。〕
先
出
占
手
。〔
用

四
尺
以
下
小
童
。
前
一
日
於
内
裏
量
長
短
。
或
有
過
四
尺
者
。
当
日
不
更

令
相
撲
以
為
負
。〕
奏
名
者
各
坐
幕
南
前
。
奏
籌
者
各
二
人
坐
其
後
。
占

手
勝
則
奏
乱
声
。〔
不
奏
舞
。〕
最
手
勝
則
奏
乱
声
及
舞
。〔
自
斯
之
後
左

右
互
奏
舞
。〕
此
日
相
撲
人
惣
廿
番
。〔
近
衛
兵
衛
合
廿
（
十
イ
）
七
人
。

白
丁
二
人
。
童
一
人
。〕（『
群
書
類
従
』
に
よ
る
）

　

松
見
氏
は
、
こ
の
一
番
に
相
撲
を
と
る
占
手
が
童
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
二
番

手
、
三
番
手
を
と
る
相
撲
人
も
、
実
際
は
成
人
で
あ
る
が
、「
垂
髪
」「
総
角
」

と
い
う
童
の
髪
形
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
で
呼
ば
れ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
、「（
占

手
は
）
一
種
の
呪
術
性
を
持
っ
た
存
在
と
考
え
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
相
撲

人
す
べ
て
が
童
に
置
き
換
わ
っ
た
童
相
撲
は
、
カ
リ
ス
マ
性
の
顕
示
と
い
う
点

で
幼
帝
清
和
と
の
相
乗
効
果
を
期
待
し
た
神
事
性
の
濃
厚
な
儀
礼
と
見
る
こ
と

が
で
き
よ
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
幼
帝
清
和
」
と
い
う
の
は
、
童
相

撲
が
貞
観
三
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
毎
年
行
わ
れ
な
が
ら
、
貞
観
六
年
元
日
の

清
和
天
皇
元
服
以
来
、
ふ
っ
つ
り
と
途
絶
え
、
醍
醐
朝
ま
で
見
ら
れ
な
く
な
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
童
相
撲
が
行
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
後
も
当
帝
か

皇
太
子
が
元
服
前
の
期
間
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
る
と
い
う
。

　

松
見
氏
の
説
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
こ
こ
で
い
さ
さ
か
つ
け
加
え
た
い
の

が
、『
三
代
実
録
』『
新
儀
式
』（
応
和
三
年
（
九
六
三
）
以
後
ま
も
な
く
成
立
と

見
ら
れ
る
）
な
ど
で
み
る
限
り
、「
四
尺
五
寸
」
と
い
う
身
長
が
元
服
の
目
安

と
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
中
村
義
雄
氏
の
指
摘
で
あ
る⑶
。
先
の
『
内
裏
式
』
の

記
事
に
は
、
占
手
に
は
身
長
四
尺
以
下
の
童
が
選
ば
れ
、
も
し
も
四
尺
以
上
で

あ
っ
た
と
き
は
そ
れ
を
も
っ
て
負
け
と
す
る
と
あ
る
。
中
村
氏
が
い
わ
れ
る
よ

う
に
、
こ
の
時
代
、
成
人
と
子
ど
も
の
区
別
が
身
長
で
な
さ
れ
た
と
す
る
な
ら

ば
、
占
手
に
は
ま
さ
に
、
子
ど
も
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
子
ど
も
で
あ
る
こ
と
」。
松
見
氏
は
、
そ
れ
を
、「
呪
術
性
」
と
い
う
こ
と
ば

で
括
ら
れ
た
。

　

民
俗
学
の
見
地
か
ら
は
、「
七
歳
ま
で
は
神
の
う
ち
」
と
い
う
俗
言
に
あ
ら

わ
れ
る
子
ど
も
観
に
つ
い
て
、
柳
田
国
男
以
来
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
及
が
な
さ
れ

て
き
た⑷
。
こ
の
こ
と
を
論
じ
る
際
に
多
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
は
、
日
本

各
地
に
残
る
、
祭
礼
に
お
い
て
幼
児
を
神
に
見
立
て
て
稚
児
役
に
仕
立
て
た
り
、

や
は
り
幼
児
や
子
ど
も
を
幸
福
を
も
た
ら
す
神
に
見
立
て
、
正
月
に
各
家
庭
を

訪
問
さ
せ
た
り
す
る
習
俗
で
あ
る⑸
。
歴
史
学
の
分
野
で
は
、
絵
巻
に
描
か
れ
た
、

神
と
と
も
に
あ
る
子
ど
も
、
神
の
化
身
と
し
て
の
子
ど
も
の
姿
の
分
析
に
よ
っ

て
、
子
ど
も
に
神
性
を
見
る
思
想
が
中
世
期
に
は
確
立
し
て
い
た
こ
と
が
論
じ

ら
れ
て
い
る⑹
。
こ
の
子
ど
も
の
「
神
性
」
を
「
呪
術
性
」
と
言
い
換
え
て
も
よ

い
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
子
ど
も
に
神
性
を
見
る
子
ど
も
観
は
、
乳
幼
児
の
死
亡
率
の
高
さ

か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る⑺
。
乳
幼
児
は
此
岸
（
現
世
）

と
彼
岸
（
神
の
世
）
の
境
界
に
あ
る
た
め
に
、
と
も
す
れ
ば
神
の
世
界
に
連
れ

戻
さ
れ
る
、
つ
ま
り
死
に
至
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
柳
田
の
報
告
に

よ
れ
ば
、
青
森
地
方
で
は
、
夭
折
し
た
子
ど
も
の
棺
に
、
仏
に
嫌
わ
れ
て
早
く

ま
た
現
世
に
生
ま
れ
て
く
る
よ
う
に
、
と
生
臭
物
を
添
え
る
と
い
う
。
幼
児
の

魂
は
、
そ
れ
だ
け
彼
岸
に
馴
染
み
や
す
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
。
こ

の
よ
う
に
神
の
世
界
に
属
し
て
い
る
ゆ
え
に
、
幼
児
は
神
性
を
帯
び
る
の
だ
と

い
う
。

　

平
安
期
に
「
七
歳
ま
で
は
神
の
う
ち
」
の
思
想
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
を
明

確
に
実
証
す
る
史
料
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
七
歳
以
下
の
死
者
に
は
通
常
の
葬
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礼
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
し
き
た
り
は
既
に
成
立
し
て
い
た
ら
し
い
。

　
『
小
右
記
』
に
よ
る
と
、
永
祚
二
年
（
九
九
〇
）、
実
資
の
「
女
小
児
」
が
七

月
四
日
か
ら
患
い
、
十
一
日
に
必
死
の
祈
願
も
虚
し
く
亡
く
な
っ
た
。
翌
十
二

日
条
に
は
、
次
の
記
述
が
あ
る
。

召
陳
泰
朝
臣
間
可
出
児
之
事
、
七
歳
以
下
更
不
可
厳
重
、（
中
略
）
以
殻

〔
随
有
〕、
為
衣
、
又
納
手
作
褁
、
又
納
桶
云
々
。

　

陳
泰
と
は
陰
陽
師
だ
と
い
う
。
女
児
の
亡
骸
は
袋
に
包
ま
れ
、
桶
に
入
れ
ら

れ
た
。
十
三
日
の
記
述
に
よ
る
と
「
八
坂
東
方
平
山
」
に
「
置
」
か
れ
た
と
い

う
。

　

寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
九
月
二
十
五
日
か
ら
翌
日
に
か
け
て
行
成
に
双
子

の
男
子
が
生
ま
れ
た
が
、
二
十
七
、八
日
に
相
次
い
で
亡
く
な
っ
た
。『
権
記
』

二
十
八
日
条
に
は
「
今
夜
子
時
剋
棄
児
於
乙
方
東
河
原
也
」
と
記
さ
れ
る
。

　

幼
児
に
葬
礼
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
理
由
は
こ
こ
に
は
記
さ
れ
な
い
が
、
少

な
く
と
も
死
と
い
う
神
秘
的
な
事
柄
に
関
し
て
、
子
ど
も
が
大
人
と
は
違
っ
た

世
界
に
属
す
る
と
い
う
認
識
が
、
こ
の
時
代
既
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
認
め

て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
ほ
か
、『
小
右
記
』
永
祚
元
年
五
月
二
十
五
日
条
の
「
今
日
童
部

五
十
六
人
出
家
、
剃
頭
之
間
」
と
い
う
村
上
天
皇
國
忌
に
あ
た
っ
て
、
兼
家
が

童
五
十
六
人
を
出
家
さ
せ
た
記
事
、
同
年
六
月
二
十
四
日
条
「
皇
太
后
宮
（
藤

原
詮
子
）
自
夜
中
許
危
急
悩
給
云
々
（
中
略
）
又
於
御
前
令
剃
童
部
頭
」
と
い

う
、
詮
子
危
篤
に
際
し
て
や
は
り
童
の
頭
を
剃
っ
た
記
事
、
同
二
年
七
月
十
一

日
条
「
申
尅
許
少
女
児
入
滅
、
悲
嘆
流
血
、
先
是
立
種
々
大
願
、
兼
剃
童
三
人

首
、
令
授
戒
」
と
い
う
、
実
資
女
の
死
に
際
し
て
童
三
人
の
頭
を
剃
っ
た
記
事

か
ら
も
、
や
は
り
当
時
か
ら
子
ど
も
に
神
性
、
呪
術
性
が
見
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
伺
え
る
。

　

話
を
戻
せ
ば
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
代
の
童
相
撲
に
お
い
て
、
童
に
求
め
ら

れ
た
の
は
、
子
ど
も
と
し
て
の
「
呪
術
性
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る

だ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
は
、
幼
い
天
皇
、
あ
る
い
は
皇
太
子
に
奉
仕
し

た
の
で
あ
る⑻
。

　

こ
の
、
相
撲
節
会
唯
一
の
相
撲
童
を
指
す
「
占
手
」
の
用
語
が
、
物
合
に
お

い
て
み
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。『
平
安
朝
歌
合
大
成
一
』「
三
〔
仁
和
四
年

（
八
八
八
）
―
寛
平
三
年
（
八
九
一
）
秋
〕
内
裏
菊
合⑼
」
で
あ
る
。

寛
平
御
時
の
菊
合
の
歌

左
方
。
占
手
の
菊
は
、
殿
上
童
小
立
君
を
女
に
つ
く
り
て
花
に
面
か
く

さ
せ
て
持
た
せ
た
り
。
今
九
本
は
洲
浜
を
つ
く
り
て
植
ゑ
た
り
。
そ
の

洲
浜
の
さ
ま
は
思
ひ
や
る
べ
し
。
お
も
し
ろ
き
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
の
名
を

つ
け
つ
つ
菊
に
は
短
冊
に
て
結
ひ
つ
け
た
り
。

占
手　
　

山
崎
の
水
無
瀬
の
菊

１
う
ち
つ
け
に
水
無
瀬
は
匂
ひ
ま
さ
れ
る
は
お
り
人
か
ら
か
花
の
つ
ね
か
も

嵯
峨
の
大
沢
の
池　

こ
れ
よ
り
は
洲
浜　

友
則

２
一
本
と
思
ひ
し
も
の
を
大
沢
の
池
の
底
に
も
誰
か
植
ゑ
け
む

（
中
略
）

　

右
方
。
こ
れ
も
殿
上
童
藤
原
の
繁
時
阿
波
守
弘
蔭
が
息
、
か
く
て
菊
ど

も
生
ほ
す
べ
き
洲
浜
を
い
と
大
き
に
つ
く
り
て
一
つ
に
植
ゑ
た
れ
ば
、
持

て
出
づ
る
に
所
狭
け
れ
ば
、（
中
略
）
合
は
せ
は
て
た
れ
ば
い
と
お
も
し

ろ
き
と
こ
ろ
一
つ
な
れ
ど
、
合
は
す
る
ほ
ど
は
割
り
て
い
と
片
は
な
り
。

占
手
の
歌
本
文
に
あ
る
こ
と
ど
も
な
り
。（
下
略
）

　

萩
谷
朴
氏
は
、「
構
成
内
容
」
に
、「
殊
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
相
撲
の
節

会
の
左
右
一
番
に
立
つ
占
手
が
小
童
の
役
で
あ
る
の
に
等
し
く
、
洲
浜
の
一
番

を
占
手
と
し
て
殿
上
童
を
立
て
て
い
る
こ
と
」
で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
、
ま
た
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「
史
的
評
価
」
と
し
て
、「
前
述
し
た
如
く
本
菊
合
に
「
占
手
」
と
い
う
言
葉
を

用
い
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
相
撲
の
最
手
に
対
す
る
占
手⑽
で
あ
る
以
上
、
歌

合
や
物
合
自
体
が
相
撲
を
そ
の
直
接
起
源
と
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
に
も
せ

よ
、
明
ら
か
に
相
撲
の
技
術
的
用
語
も
し
く
は
行
事
的
要
素
を
と
り
入
れ
て
い

る
事
実
を
物
語
る
証
跡
と
し
て
歌
合
史
上
頗
る
大
き
な
意
義
を
有
し
て
い
る
」

と
さ
れ
て
い
る
。

　

萩
谷
氏
の
い
わ
れ
る
と
お
り
、「
占
手
」
が
用
語
と
し
て
転
用
さ
れ
た
だ
け

で
は
な
く
、「
童
」
と
い
う
要
素
を
も
伴
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
重
く
見

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
人
々
に
よ
っ
て
、「
占
手
」
と
「
童
」
と
が
分
か

ち
が
た
く
結
ば
れ
て
い
た
証
左
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
の
ち
の
歌
合

に
童
が
欠
か
せ
な
く
な
っ
て
い
く⑾
発
端
と
し
て
、
歌
合
あ
る
い
は
物
合
そ
の
も

の
が
相
撲
節
会
に
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
、
そ
の
た
め
に
相
撲
節
会
に
必
ず

登
場
す
る
童
が
歌
合
に
も
呼
び
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
可
能
性
を

考
え
て
み
て
も
よ
い
と
思
う
。

　

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
相
撲
童
に
求
め
ら
れ
て
い
た
と
思
し
い
呪
術
性
が
、
歌

合
の
場
で
の
童
に
も
求
め
ら
れ
て
い
た
と
す
る
の
は
早
急
に
過
ぎ
る
と
は
思
う
。

萩
谷
氏
が
「
構
成
内
容
」
で
、「
競
技
の
焦
点
は
完
全
に
菊
の
洲
浜
に
あ
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
」
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
、
殿
上
童
は
洲
浜
を
引
き
立
て
る
た

め
の
趣
向
の
一
部
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
そ
れ

で
も
、
こ
の
菊
合
に
お
い
て
左
方
の
殿
上
童
が
「
女
に
つ
く
り
て
花
に
面
か
く

さ
せ
」
ら
れ
て
い
た
と
い
う
の
は
興
味
深
い
。
女
装
と
は
、
た
と
え
ば
日
本
武

尊
の
熊
曾
討
伐
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
明
か
に
呪
術
的
な
要
素
を
持
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ⑿
。
女
装
し
た
童
が
、
わ
ざ
わ
ざ
菊
で
顔
を
隠
し
て

い
た
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。
時
代
は
下
る
が
、
中
世
に
お
い
て
「
扇
で
顔
を

隠
す
」
こ
と
は
、「
人
な
ら
ぬ
存
在
に
自
分
を
か
え
る
」
と
い
う
、
や
は
り
マ

ジ
カ
ル
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
論
考
が
提
出
さ
れ

て
い
る⒀
。
ま
た
、
童
が
洲
浜
の
添
え
物
だ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
そ
の
洲

浜
と
同
じ
く
鑑
賞
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
い
っ
そ

顔
を
見
せ
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
大
人
が
面
を
つ
け
て
舞

う
舞
で
も
、
童
は
面
を
つ
け
ず
に
顔
を
出
し
て
舞
う
の
だ⒁
。
そ
れ
に
こ
の
菊
合

に
は
、
殿
上
童
の
装
束
に
対
す
る
言
及
が
、
女
装
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
以
上
に

は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
の
ち
の
歌
合
で
は
、
こ
と
こ
ま
か
に

童
の
服
装
に
つ
い
て
記
さ
れ
る⒂
。
甚
だ
恣
意
的
で
は
あ
る
が
、
以
上
を
ま
と
め

て
み
る
と
、
こ
の
九
世
紀
末
の
菊
合
の
殿
上
童
に
は
、
相
撲
童
の
呪
術
的
な
性

格
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
の
ち
の
歌
合
の
鑑
賞
用
と
し
て
の
童
の
性
格
も
持
っ
て

い
る
、
過
渡
的
な
状
態
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
か
。

　

さ
て
、
十
世
紀
初
め
の
延
喜
あ
る
い
は
延
長
長
年
間
に
、
や
は
り
童
相
撲
に

関
わ
っ
て
、
の
ち
に
「
迦
陵
頻
」
と
な
ら
ん
で
童
舞
の
双
璧
と
な
る
「
胡
蝶
」

が
新
作
さ
れ
た
。

此
曲
（
胡
蝶
）、
延
喜
六
年
八
月
、
太
上
法
皇
童
相
撲
御
覧
時
、
所
レ
造
也
。

一
説
ニ
ハ
、
前
栽
合
ニ
山
城
守
藤
原
忠
房
朝
臣
作
レ
之
。
其
後
天
下
ノ
貴

賤
賞
習
云
々
。（
日
本
思
想
大
系
『
古
代
中
世
芸
術
論
』
所
収
『
教
訓
抄
』

巻
第
五
）

延
長
六
年
閏
七
月
六
日
、
中
六
条
院
に
て
童
相
撲
の
事
あ
り
け
り
。
廿
番

は
て
ゝ
舞
を
奏
す
。（
中
略
）
次
新
作
の
胡
蝶
楽
を
奏
し
け
り
。
其
曲
、

笛
は
忠
房
朝
臣
、
舞
は
式
部
卿
親
王
ぞ
作
た
ま
ひ
け
る
。（
大
系
『
古
今

著
聞
集
』
巻
第
十
相
撲
強
力
第
十
五
、三
七
一
）

　
『
教
訓
抄
』
に
、「
其
後
天
下
ノ
貴
賤
賞
習
云
々
」
と
あ
り
、
こ
の
頃
に
は
童

舞
が
一
般
化
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

　

さ
ら
に
『
新
儀
式
』
に
よ
っ
て
、
十
世
紀
半
ば
に
は
、
上
皇
の
算
賀
に
お
い
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て
童
舞
が
舞
わ
れ
る
こ
と
が
定
例
化
し
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。

天
皇
奉
賀
上
皇
御
算
事
。

（
前
略
）
前
二
箇
月
。
定
調
楽
所
行
事
人
。（
中
略
）
并
可
献
舞
童
人
々
。

〔
以
親
王
公
卿
弁
官
若　

近
国
受
領
有
息
子
宛
之
。
或
童
親
王
別
有
勅
舞

之
。〕（
中
略
）
此
間
大
臣
依
召
参
上
着
座
。
次
皇
太
子
参
上
。
次
殿
上
親

王
公
卿
等
参
上
着
座
。〔
献
舞
童
王
卿
雖
非
昇
殿
者
預
此
座
。〕
次
賜
酒
肴
。

次
発
音
声
。
舞
童
進
矣
。
御
厨
子
所
供
御
肴
。
舞
訖
。
舞
童
給
禄
有
差
。

〔
納
言
已
上
子
。
綾
紫
色
小
褂
。
参
議
已
下
子
。
絹
紫
色
子
褂
。
親
王
若

在
舞
童
之
中
。
舞
了
即
召
殿
上
。
或
其
師
別
給
禄
。
又
或
納
言
已
上
子
有

召
候
殿
上
。
又
楽
所
行
事
楽
人
等
給
禄
。〕（
後
略
）（『
新
儀
式
』
第
四
臨

時
上
、『
群
書
類
従
』
に
よ
る
）

　

上
皇
だ
け
で
は
な
く
、
一
般
の
算
賀
で
も
童
舞
が
舞
わ
れ
た
こ
と
を
記
す
史

料
、
文
学
作
品
は
多
い
。
子
ど
も
の
こ
れ
か
ら
育
っ
て
い
く
と
い
う
生
命
力
に

よ
っ
て
、
被
算
賀
者
の
よ
り
長
い
命
を
寿
ぐ
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
か
と
思
わ

れ
る
。

　

同
じ
十
世
紀
半
ば
の
村
上
朝
に
は
、
法
会
に
お
け
る
供
花
を
、
菩
薩
の
舞
人

と
、
迦
陵
頻
の
舞
童
が
行
う
こ
と
が
通
例
と
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。

長
秋
卿
譜
云
、
先
吹
調
子
、
吹
十
天
楽
之
間
、
鳥
舞
童
六
人
取
花
瓶
置
、

菩
薩
十
人
取
花
供
大
虵
等
各
両
行
舞
台
之
上
供
仏
前
、
還
時
先
鳥
童
退
着

舞
台
一
草
塾
、
次
吹
道
行
之
間
菩
薩
行
還
立
云
⒃々

　
「
長
秋
卿
」
と
は
源
博
雅
の
こ
と
で
あ
り
、
よ
っ
て
村
上
朝
の
こ
と
で
あ
る

の
が
わ
か
る
。
こ
の
頃
に
は
い
よ
い
よ
童
舞
が
宮
廷
行
事
に
浸
透
し
て
い
る
こ

と
が
伺
え
る
。『
源
氏
物
語
』
胡
蝶
巻
で
は
、
供
花
を
行
う
の
が
、
菩
薩
と
迦

陵
頻
で
は
な
く
、
胡
蝶
と
迦
陵
頻
に
置
き
換
え
ら
れ
、
童
だ
け
に
な
っ
て
い
る

の
も
興
味
深
い
。

　

十
世
紀
後
半
円
融
朝
に
は
、
五
節
の
童
女
御
覧
が
始
ま
る
。

今
日
召
童
女
御
覧
、
村
上
御
時
以
往
無
此
事
、
円
融
院
御
時
初
有
此
事
、

其
後
自
為
也
、

（『
権
記
』
長
保
元
年
十
一
月
二
十
四
日
条
）

　

童
女
御
覧
の
創
始
が
円
融
朝
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
史
料
は
、
こ
の
ほ

か
に
は
見
つ
け
ら
れ
な
い
が
、
た
と
え
ば
『
内
裏
式
』
中
、「
十
一
月
新
嘗
会
式
」

の
項
に
は
、
童
女
御
覧
に
関
す
る
記
述
が
見
え
な
い
。

座
定
奏
大
歌
舞
五
節
。〔
或
於
殿
上
舞
不
搆
舞
台
。〕
其
五
節
妓
一
行
下
自

西
階
。
乗
両
面
敷
上
南
行
昇
台
。
導
引
姫
四
人
以
上
両
行
在
前
。
到
舞
台

階
下
東
西
分
座
。〔
掃
部
寮
預
設
草
塾
於
階
東
西
頭
。〕
舞
訖
小
斎
参
議
及

非
参
議
三
位
以
上
。
及
在
西
堂
小
斎
五
位
以
上
先
避
座
下
階
立
。

　

童
女
御
覧
と
は
、
ま
さ
に
童
を
鑑
賞
す
る
行
事
で
あ
り
、
よ
り
容
姿
の
整
っ

た
童
を
豪
華
な
衣
装
と
と
も
に
差
し
出
す
こ
と
が
、
彼
女
ら
を
用
意
し
た
家
の

誉
れ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
っ
き
り
と
、
童
の
ス
テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル

化
が
み
て
と
れ
る
。

　
『
小
右
記
』
寛
和
元
年
（
九
八
五
）
二
月
二
十
三
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
な
記

述
が
見
え
る
。

伝
聞
、
昨
日
僧
正
寛
朝
参
観
音
院
乗
唐
車
、
前
駆
法
師
童
其
数
々
多
、
皆

着
綾
羅
云
々
、
天
下
之
人
尤
所
驚
奇
、

　

豪
華
な
衣
装
を
着
せ
ら
れ
た
「
童
」
が
、「
天
下
之
人
」
の
耳
目
を
驚
か
せ

て
い
る
の
だ
。

　
『
公
卿
補
任
』
長
徳
二
年
（
九
九
六
）
条
の
左
大
臣
道
長
の
尻
付
に
は
、「
八

月
九
日
辞
大
将
、
以
童
六
人
、
為
随
身
」
と
あ
る
。
普
通
は
成
人
男
性
が
つ
と

め
る
随
身
を
、
童
が
つ
と
め
た
と
い
う
の
だ
。
長
徳
二
年
と
い
え
ば
、
内
大
臣

伊
周
ら
の
左
遷
が
あ
っ
た
年
で
あ
る
。
名
実
と
も
に
最
高
権
力
者
と
な
っ
た
道
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長
が
、
あ
え
て
「
童
」
を
随
身
と
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、『
小
右
記
』
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
四
月
十
九
日
条
に
は
、
次
の
よ

う
な
記
述
が
み
え
る
。

頭
弁
朝
経
来
伝
勅
、
禊
前
駆
并
祭
諸
使
従
者
廿
人
・
童
六
人
、
不
可
過
此

数
、
可
禁
着
織
物
、
童
装
束
不
可
着
二
襲

　

わ
ざ
わ
ざ
禁
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
童
の
装
束
の
豪
華
さ
が

目
立
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
同
二
十
四
日
条
に
「
過
差
之
甚
、
万
倍

例
年
、（
中
略
）
不
恥
天
地
歟
」
と
あ
り
、
禁
制
は
ま
る
で
守
ら
れ
な
か
っ
た
。

勅
に
逆
ら
っ
て
で
も
、
童
を
飾
り
た
て
、
自
身
の
財
力
を
誇
示
し
た
が
っ
て
い

る
貴
族
た
ち
の
姿
が
見
て
と
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
同
日
条
に
「
過
差
人
々
」
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を

み
る
と
、
童
を
十
人
連
れ
て
い
た
人
物
と
し
て
、
左
少
将
忠
経
、
東
宮
権
亮
道

雅
が
い
る
。
ど
う
や
ら
、
童
を
大
勢
連
れ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
そ
の
人
物
の

地
位
を
誇
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
し
い
。

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
国
譲
下
巻
に
は
「
御
車
副
は
（
中
略
）
厨
の
人
の
子
な
る
を
、

丈
等
し
く
、
か
た
ち
あ
る
を
選
び
て
」
と
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
澪
標
巻
に
も
、

源
氏
の
童
随
身
に
つ
い
て
「
丈
姿
と
と
の
ひ
」
と
あ
り
、
こ
の
条
に
『
孟
津
抄
』

は
「
童
随
身
お
な
じ
せ
い
だ
け
な
り
」
と
の
注
を
施
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
供

童
に
は
、
同
じ
身
長
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
天
徳
内

裏
歌
合
」
に
、「
童
四
人
、（
中
略
）
丈
の
ほ
ど
、
髪
の
長
さ
、
よ
く
と
と
の
ひ

て
か
た
ほ
な
ら
ず
」
と
あ
る
の
も
、
同
じ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
童
舞
に
お
い
て
も
、

一
緒
に
舞
う
童
は
、
同
じ
身
長
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る⒄
。

　

こ
こ
で
、
子
ど
も
は
成
長
が
早
い
た
め
、
同
じ
身
長
で
、
し
か
も
容
姿
の

整
っ
た
童
を
常
時
複
数
、
そ
れ
も
な
る
べ
く
大
勢
揃
え
て
お
く
の
は
、
同
じ
人

数
の
大
人
を
揃
え
る
こ
と
よ
り
数
段
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
手
に
入
れ

に
く
い
も
の
ほ
ど
、
ス
テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
価
値
が
あ
る
こ
と
は
、

見
や
す
い
論
理
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
童
た
ち
は
、
そ
の
神
性
、
生
命
力
を
期
待
さ
れ
た
り
、
未
来
の
一

門
の
繁
栄
を
担
う
た
め
、
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
、
宮
廷
行
事
へ
参
加

さ
せ
ら
れ
始
め
た
。
そ
の
う
ち
に
、『
内
裏
式
』
の
時
代
か
ら
見
ら
れ
た
身
長

へ
の
こ
だ
わ
り
か
ら
、
童
の
価
値
が
上
昇
し
た
。
そ
の
結
果
、
童
は
本
来
求
め

ら
れ
て
い
た
性
格
を
捨
象
さ
れ
、
ス
テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
的
な
側
面
を
際
立
た

せ
て
い
っ
た
、
と
い
う
流
れ
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

一
節
で
み
た
六
条
院
の
鑑
賞
さ
れ
る
童
た
ち
は
、
ス
テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
と

し
て
、
六
条
院
の
栄
華
を
盛
り
立
て
る
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
末
摘
花
や
玉

鬘
が
童
を
揃
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
す
ぐ
れ
た
童
を
持
つ
こ
と
が
、

源
氏
の
庇
護
下
に
あ
る
女
性
と
し
て
最
低
限
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
地
位
を

保
証
す
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
な
の
だ
。
そ
し
て
、『
源
氏
物
語
』
が
鑑
賞
さ
れ

る
童
を
ス
テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
描
く
こ
と
は
、
時
代
に
見
合
っ
た
も
の

で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

注
⑴　

加
藤
理
氏
『「
ち
ご
」
と
「
わ
ら
は
」
の
生
活
史
』（
慶
応
通
信
、
一
九
九
四
年
）

二
二
七
頁
。

⑵　

松
見
正
一
氏
「
平
安
宮
廷
行
事
に
お
け
る
「
童
」
―
童
相
撲
と
童
舞
を
め
ぐ
っ
て
」

『
早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
』
別
冊
四
号　

一
九
九
六
年
三
月

⑶　

中
村
義
雄
氏
『
王
朝
の
風
俗
と
文
学
』
塙
選
書　

一
九
九
一
年

な
お
、
こ
れ
に
関
し
て
、
田
邊
玲
子
氏
が
「
四
尺
五
寸
」
と
い
う
数
字
の
由
来
は
『
三

代
実
録
』
に
あ
り
、
後
代
に
至
っ
て
は
、
元
服
に
身
長
の
制
限
は
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
、
と
す
る
意
見
を
提
出
さ
れ
て
い
る
（「
源
氏
物
語
の
「
思
春
期
」」『
国
文

目
白
』
平
成
八
年
二
月
）。
だ
が
こ
こ
で
、
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、『
内
裏
式
』
で
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あ
る
の
で
、
田
邊
氏
の
説
と
は
抵
触
し
な
い
と
考
え
る
。

⑷　

池
田
昭
氏
の
「
柳
田
学
に
み
る
子
ど
も
観
」（『
民
族
に
観
る
子
ど
も
の
諸
相
』
近

代
文
芸
社
、
一
九
九
三
年
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

⑸　

大
藤
ゆ
き
氏
『
児
や
ら
ひ
』（
岩
崎
美
術
社
、
一
九
六
八
年
）
な
ど
。

⑹　

黒
田
日
出
男
氏
の
『
姿
と
し
ぐ
さ
の
中
世
史
』（
平
凡
社
、
一
九
八
六
年
）、『
絵

巻　

子
ど
も
の
登
場
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
九
年
）
な
ど
。

⑺　

注
⑴
前
掲
書
、
一
九
五
頁

⑻　
『
中
右
記
』
寛
治
六
年
八
月
十
三
日
条
に
は
「
相
撲
童
三
人
、
此
中
太
郎
丸
、
形

容
頗
美
、
勝
二
人
」
と
あ
り
、
中
世
に
い
た
っ
て
は
、
童
相
撲
の
目
的
も
、
童
の
鑑

賞
へ
と
傾
い
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

⑼　

萩
谷
朴
氏
『
平
安
朝
歌
合
大
成　

一
』
同
朋
舎　

一
九
五
七
年

⑽　
『
平
安
時
代
史
事
典
』「
占
手
」
の
項
（
角
田
文
衛
氏
執
筆
）
に
は
「
相
撲
節
会
に

お
い
て
二
〇
番
、
一
七
番
の
取
組
が
あ
る
場
合
、
一
番
に
、
即
ち
垂
髪
・
総
角
・
最

手
等
の
前
に
取
組
を
す
る
童
。
ま
た
相
撲
で
最
手
に
次
ぐ
者
、
即
ち
最
手
脇
を
い
い
、

現
在
の
関
脇
の
意
味
に
近
い
。
転
じ
て
歌
合
の
際
、
最
初
の
組
み
合
わ
せ
を
い
う
。」

と
あ
る
。
占
手
に
は
、「
一
番
に
相
撲
を
と
る
童
」
と
「
最
手
脇
」
の
二
つ
の
意
味

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
当
歌
合
で
は
、
一
番
の
歌
が
「
占
手
」
と
い
わ
れ
て
お
り
、

前
者
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
後
者
の
意
味
を
あ
ら
わ
す

「
最
手
に
対
す
る
占
手
」」
と
い
う
言
い
方
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
る
。

⑾　

注
⑼
前
掲
書
、「
二
〇　

延
喜
十
三
年
（
九
一
三
）
三
月
十
三
日
亭
子
院
歌
合
」

で
は
、「
左
は
歌
読
員
さ
し
の
童
れ
い
の
赤
色
に
薄
蘇
芳
綾
の
表
袴
、
右
に
は
青
色

に
萌
黄
の
綾
の
表
袴
」「
右
の
洲
浜
は
牛
時
に
奉
る
。
お
ほ
き
な
る
童
四
人
、
角
髪

結
ひ
絲
鞋
は
き
て
舁
け
り
」
と
あ
る
。
洲
浜
を
運
ん
だ
童
は
角
髪
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

男
子
の
よ
う
だ
。

「
二
八　

延
喜
廿
一
年
（
九
二
一
）〔
五
月
〕
京
極
御
息
所
褒
子
歌
合
」
で
は
、「
女

童
を
な
む
歌
い
だ
す
ひ
と
に
は
左
三
人
右
三
人
し
た
り
け
る
」
と
あ
る
。

そ
し
て
、
後
の
歌
合
の
規
範
と
な
り
、『
源
氏
物
語
』
絵
合
巻
の
準
拠
と
さ
れ
る

「
五
五　

天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
三
月
卅
日
内
裏
歌
合
」
で
は
、
打
敷
を
取
り
、
洲

浜
を
舁
く
の
は
す
べ
て
女
童
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
た
と
え
ば
、「
ま
た
童
四
人
、
洲

浜
を
舁
き
て
ま
ゐ
る
。
装
束
は
、
青
色
に
柳
襲
、
丈
の
ほ
ど
、
髪
の
長
さ
、
よ
く
と

と
の
ひ
て
か
た
ほ
な
ら
ず
」「
童
、（
中
略
）
装
束
、
赤
色
に
桜
襲
な
る
べ
し
。
さ
れ

ど
、
見
え
ね
ば
、
か
ひ
な
し
」
な
ど
と
あ
り
、
彼
ら
は
明
ら
か
に
鑑
賞
さ
れ
る
と
い

う
役
割
を
持
っ
て
い
る
。

⑿　

立
石
和
弘
氏
「「
女
に
て
見
奉
ら
ま
ほ
し
」
考
」『
国
学
院
雑
誌
』
一
九
九
一
年

十
二
月

⒀　

網
野
義
彦
氏
「
扇
の
骨
の
間
か
ら
見
る
こ
と
」『
異
形
の
王
権
』
平
凡
社　

一
九
八
六
年

⒁　

た
と
え
ば
納
蘇
利
。「
小
野
宮
右
大
臣
童
に
て
お
は
し
け
る
が
、
天
冠
を
し
て
、

納
蘇
利
を
仕
ま
つ
り
給
け
り
」（
大
系
『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
六
管
絃
歌
舞
第

七
、二
四
二
）

「
納
蘇
利　

別
装
束
舞　

有
面
二
様
〔
群
青
色　

緑
青
色
〕」（
日
本
思
想
大
系
『
古

代
中
世
芸
術
論
』
所
収
『
教
訓
抄
』
巻
第
五
）

子
ど
も
は
面
を
つ
け
ず
、
天
冠
だ
け
を
つ
け
て
舞
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⒂　

注
⑾
参
照

⒃　

小
野
功
竜
氏
「
伝
供
少
考
」『
龍
谷
史
壇
』
一
九
六
九
年
十
二
月
所
引

⒄　

土
谷
恵
氏
「
慈
緑
の
童
舞
」『
季
刊　

文
学
』
一
九
九
五
年
十
月

付
記　

こ
の
度
は
研
究
室
の
御
好
意
に
甘
え
て
、
何
か
と
我
侭
を
通
さ
せ
て
頂
い
た
。
小

山
さ
ん
の
遺
稿
掲
載
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
卒
業
論
文
の
要
の
部
分
は
既
に
『
国
文

目
白
』
過
年
度
号
に
掲
載
さ
せ
て
頂
い
た
の
で
、
こ
れ
は
そ
の
草
稿
の
一
部
と
も
言

う
べ
き
一
九
九
七
年
度
卒
論
ゼ
ミ
中
間
報
告
最
終
日
の
部
分
で
あ
る
。
小
山
さ
ん
は

そ
の
後
、
東
大
大
学
院
の
博
士
課
程
ま
で
進
み
、
研
究
者
の
道
を
歩
き
な
が
ら
都
立

高
校
の
専
任
教
員
と
な
っ
て
仆
れ
た
。
痛
恨
の
思
い
や
る
方
無
い
。
完
璧
主
義
の
彼

女
に
は
、
要
求
度
の
高
い
昨
今
の
教
員
生
活
は
辛
か
っ
た
で
あ
ろ
う
に
、
そ
れ
を
側
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面
か
ら
精
神
的
に
支
え
き
れ
な
か
っ
た
自
分
の
無
知
無
能
が
悔
や
ま
れ
る
と
共
に
、

今
更
な
が
ら
少
壮
研
究
者
と
し
て
の
彼
女
に
周
囲
の
期
待
の
高
か
っ
た
こ
と
を
改
め

て
痛
感
す
る
毎
日
で
あ
る
。「
未
熟
な
若
書
き
を
」
と
顔
を
し
か
め
る
小
山
さ
ん
を

想
像
し
な
が
ら
あ
え
て
掲
載
を
お
願
い
し
た
次
第
で
あ
る
。
研
究
室
の
御
配
慮
に
謝

し
つ
つ
せ
め
て
も
の
弔
表
と
し
た
い
。

�

二
〇
〇
九
・
一
一
後
藤
記

受
　
贈
　
雑
　
誌
（
五
）

国
文
論
叢�

神
戸
大
学
文
学
部
国
語
国
文
学
会

国
文
論
藻�

京
都
女
子
大
学
国
文
学
会

古
代
研
究�

早
稲
田
古
代
研
究
会

語
文�

大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会

語
文�

日
本
大
学
国
文
学
会

語
文
研
究�

九
州
大
学
国
語
国
文
学
会

語
文
と
教
育�

鳴
門
教
育
大
学
国
語
教
育
学
会

駒
沢
国
文�

駒
沢
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
室

佐
賀
大
国
文�

佐
賀
大
学
教
育
学
部
国
語
国
文
学
会

相
模
国
文�

相
模
女
子
大
国
文
研
究
会

滋
賀
大
国
文�

滋
賀
大
国
文
会

実
践
国
文
学�

実
践
国
文
学
会

斯
道
文
庫
論
集�

慶
應
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文

�

庫

十
文
字
国
文�

十
文
字
学
園
女
子
短
期
大
学
国
語
国

�

文
学
会

城
西
国
際
大
学
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー�

城
西
国
際
大
学
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー

紀
要

上
智
大
学
国
文
学
科
紀
要�

上
智
大
学
文
学
部
国
文
学
科

上
智
大
学
国
文
学
論
集�

上
智
大
学
国
文
学
会


